
１ 総括

（１）⼈件費の状況(普通会計決算）

(参考)

Ａ Ｂ Ｂ／Ａ 24年度の⼈件費率

千円 千円 ％ ％

（２）職員給与費の状況(普通会計決算）

職員数

Ａ

⼈ 千円 千円 千円 千円 千円 千円

(注) １ 職員⼿当には退職⼿当を含まない。

２ 職員数は、平成25年4⽉1⽇現在の⼈数である。

３ 給与費については、任期付短時間勤務職員（再任⽤職員（短時間勤務））の給与費が含ま

 れており、職員数には当該職員を含んでいない。

(３）ラスパイレス指数の状況

(注) １ ラスパイレス指数とは、全地⽅公共団体の⼀般⾏政職の給料⽉額を同⼀の基準で⽐較

するため、国の職員数（構成）を⽤いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国

の⾏政職俸給表（⼀）適⽤職員の俸給⽉額を１００として計算した指数。

２ 類似団体平均とは、⼈⼝規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を

単純平均したものである。

区 分

実質収⽀

期末･勤勉⼿当職員⼿当 計  Ｂ

20,347,707 3,441,562

⼈件費率

給  料

(平成26年1⽉1⽇)
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⼀⼈当たり給与費

(参考）類団平均
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住⺠基本台帳⼈⼝ 歳 出 額

5,607381 2,237,9951,493,420 551,894192,681 5,874
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3 平成24年度及び平成25年度は、国家公務員の時限的な(2年間)給与改定・臨時特例法

による給与減額措置がないとした場合の数値である。

※ 平成26年4⽉1⽇のラスパイレス指数が、①3年前に⽐べ1ポイント以上上昇している場合、

②3年連続で上昇している場合、③100を超えている場合について、その理由及び改善の⾒込み

（４）給与改定の状況

①⽉例給

Ａ Ｂ

円 円 円 ％ ％ ％

(注) 「⺠間給与」、「公務員給与」は、⼈事委員会勧告において公⺠の４⽉分の給与額をラス

パイレス⽐較した平均給与⽉額である。

②特別給（期末・勤勉⼿当）

割合 Ａ Ｂ

円 円 円 ％ ％ ％

(注) 「⺠間の⽀給割合」は⺠間事業所で⽀払われた賞与等の特別給の年間⽀給割合、「公務員

の⽀給⽉額」は期末⼿当及び勤勉⼿当の年間⽀給⽉数である。

（５）給与制度の総合的⾒直しの実施状況について

【概要】国の給与制度の総合的⾒直しにおいては、俸給表の⽔⑩の平均２％の引下げ及び

地域⼿当の⽀給割合の⾒直し等に取り組むとされている。

①給料表の⾒直し

実施

平成27年4⽉1⽇から実施、平均2％の引下げ。新給料表の給料⽉額が切替⽇の前⽇に

受けていた給料⽉額に達しない職員に対しては、激変緩和のための経過措置として、

平成30年3⽉31⽇までの3年間に限り、その差額を⽀給。

年間⽀給⽉数

⼈事委員会の勧告

区 分 ⺠間の⽀給

Ａ－Ｂ

較 差公務員の

25年度

(改定率）

(改定⽉数）

勧 告

25年度

給与改定率 国の改定率

⼈事委員会の勧告

区 分 ⺠間給与 勧 告公務員給与 較 差

Ａ－Ｂ⽀給⽉数

4.10

国の改定率

0.27



②地域⼿当の⾒直し

⽀給なし

③その他の⾒直し内容

管理職員特別勤務⼿当及び単⾝赴任⼿当について、国と同様の⾒直しを実施。

(平成27年4⽉1⽇実施)

２ 職員の平均給与⽉額、初任給等の状況

（１）職員の平均年齢、平均給料⽉額及び平均給与⽉額の状況（２6年４⽉１⽇現在）

①⼀般⾏政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

円 円

歳 円 円 円

②技能労務職

吉野川市 歳 ⼈ 円 円 円 歳 円

清掃作業員 歳 ⼈ 円 円 円 廃棄物処理 歳 円

⽤務員 歳 ⼈ 円 円 円 ⽤務員 歳 円

※⺠間データは、賃⾦構造基本統計調査において公表されているデータを使⽤している。

※技能労務職の職種と⺠間の職種等の⽐較にあたり、年齢、業務内容、雇⽤形態等の点において完全に⼀致しているものではない。

※年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「⺠間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与⽉額を１２倍したものに、公務員において前

 年度⽀給された期末・勤勉⼿当、⺠間においては前年に⽀給された前年においては前年に⽀給された年間賞与の額を加えた試算

 値である。

平均給与

⽉  額

(国⽐較ベース)

対応する

⺠間の

類似職種

平均給与

⽉  額

（Ｂ）

A/B

ー

56.1

5,963,730 3,939,100

参考

年収ベース（試算値）の⽐較

吉野川市 ⺠間

（Ｃ）

21

10

1.51

⽤務員

46.7

区  分

区  分
（Ｄ）

Ｃ／Ｄ

参考

ーー

職員数 平均年齢

公  務  員

358,529

356,452

354,550

44.7

358,600

385,390

吉野川市

346,634

335,000

320,225

339,000

346,600 1.80

ー

288,100

199,300

1.34

340,850

54.3

356,28249.6

区  分

44.4

42.7

43.5

徳島県

類似団体

国

平均年齢

42.3

431,598

372,857

－歳

区分 平均給与⽉額平均給与⽉額平均給料⽉額

清掃作業員

354,183326,170

（国⽐較ベース）

46

408,472

345,804

349,296

⺠  間

平均給与

⽉  額

（Ａ）

平均給料

⽉  額

2.065,672,270 2,747,000

平均年齢

374,690



③教育職

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

(注) １ 「平均給料⽉額」とは、平成２５年４⽉１⽇現在における各職種ごとの職員の基本給の平

均である。

２ 「平均給与⽉額」とは、給料⽉額と毎⽉⽀払われる扶養⼿当、地域⼿当、住居⼿当、時間

外勤務⼿当などのすべての諸⼿当の額を合計したものであり、地⽅公務員給与実態調査に

おいて明らかにされているものである。

また、「平均給与⽉額（国⽐較ベース）」は、⽐較のため、国家公務員と同じベース

（＝時間外勤務⼿当等を除いたもの）で試算している。

（２）職員の初任給の状況（２６年４⽉１⽇現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

（３）職員の経験年数別・学歴別平均給料⽉額の状況（２６年４⽉１⽇現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円ーーー ーーー

260,300

140,100

ーーー
技能労務職

⾼校卒

ーーー中学卒

172,200

140,100

ーーー

経験年数２０年

368,000

⾼校卒

172,200

152,800

経験年数１０年

ーーー

337,300

199,700

279,400

区    分

⼀般⾏政職
⼤学卒

⼀般⾏政職

技能労務職

305,000 349,500

140,100

ーーー

370,800

ーーー

経験年数２５年

387,300

ーーー

144,500

中学卒

吉野川市

⼤学卒

短⼤卒

ーーー

172,200⼤学卒

⾼校卒

⾼校卒

区分 平均年齢 平均給料⽉額 平均給与⽉額

徳島県

教 育 職

吉野川市 42.8 326,131 337,752

41.8 306,603

178,800

141,900

133,100

区    分

徳島県 46.3 385,993 419,620

類似団体

351,100

ーーー

経験年数３０年

403,800

385,900

329,708

国



３ ⼀般⾏政職の級別職員数等の状況

（１）⼀般⾏政職の級別職員数の及び給料表の状況（２６年４⽉１⽇現在）

１ 課⻑⼜はこれに相当する職務

２ 特に困難な業務を分掌する課⻑補佐⼜はこれに相当する職務

１ 課⻑補佐⼜はこれに相当する職務 

２ 困難な業務を分掌する主査の職務

１ 係⻑⼜はこれに相当する職務

２ 主査の職務

(注) １ 吉野川市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

(注) 平成１８年に９級制から７級制に変更している。（旧給料表の１級及び２級並びに４級及び

５級をそれぞれ統合）

（２）昇給への勤務成績の反映状況(⼀般⾏政職)

135,600 243,700

％

24 8

⼈

39 13

307,800

円

25

 昇給⽇前１年間の勤務状況をもとに昇給を⾏っています。

２級

１級

定型的な業務を⾏う職務

定型的な業務を⾏う職務

特に⾼度の知識⼜は経験を必要とする業務を⾏う職務

76

６級

⼈
５級

54 18

⼈

％

261,900

円

⼈ ％

37 12

⼈ ％

18 6

円

４級
⼈

３級

％

53 18

⼈ ％

区 分 標準的な職務の内容

388,300

％

最⾼号給の

円 円

366,200

185,800

円

222,900 354,700

円 円

289,200 400,600

円 円

円

320,600 422,600

円 円

円

構成⽐
給料⽉額 給料⽉額

７級

１号給の

456,200

職員数

部⻑、次⻑⼜はこれに相当する職務

１級, 13% １級, 12%
１級, 6%

２級, 8% ２級, 8%
２級, 14%

３級, 18% ３級, 18% ３級, 21%

４級, 18% ４級, 18% ４級, 12%

５級, 25% ５級, 26%

５級, 10%

６級, 12% ６級, 12%

６級, 35%

７級, 6% ７級, 6% ７級, 2%
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４ 職員の⼿当の状況

（１）期末⼿当・勤勉⼿当

１⼈当たり平均⽀給額（２５年度） １⼈当たり平均⽀給額（２５年度）

千円 千円

（２５年度⽀給割合） （２５年度⽀給割合） （２５年度⽀給割合）

期末⼿当 勤勉⼿当 期末⼿当 勤勉⼿当 期末⼿当 勤勉⼿当

⽉分 ⽉分 ⽉分 ⽉分 ⽉分 ⽉分

( ) ⽉分 ( ) ⽉分 ( ) ⽉分 ( ) ⽉分 ( ) ⽉分 ( ) ⽉分

(加算措置の状況） (加算措置の状況） (加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算 ５％〜１５％ ・役職加算   ５％〜２０％ ・役職加算   ５％〜２０％

・管理職加算 ２３％〜２５％ ・管理職加算 １０％〜２５％

(注) （  ）内は、再任⽤職員に係る⽀給割合である。

（２）退職⼿当（２６年４⽉１⽇現在）

(⽀給率） ⾃⼰都合 勧奨・定年 (⽀給率） ⾃⼰都合 応募認定・定年

勤続２０年 ⽉分 ⽉分 勤続２０年 ⽉分 ⽉分

勤続２５年 ⽉分 ⽉分 勤続２５年 ⽉分 ⽉分

勤続３５年 ⽉分 ⽉分 勤続３５年 ⽉分 ⽉分

最⾼限度額 ⽉分 ⽉分 最⾼限度額 ⽉分 ⽉分

その他の加算措置 その他の加算措置

定年前早期退職特例措置 定年前早期退職特例措置

（３〜３０％加算） （２〜４５％加算）

1⼈当たり平均⽀給額 千円

(注) 退職⼿当１⼈当たり平均⽀給額は、２５年度に退職した職員に⽀給された平均額である。

（３）地域⼿当（２６年４⽉１⽇現在）

⽀給実績（２５年度決算） 千円

⽀給職員１⼈当たり平均⽀給年額（２５年度決算）  円

地域⼿当補正後ラスパイレス指数

（ラスパイレス指数）

52.4400

国

2.601.35

27.0250

36.5700

52.4400

52.4400

27.0250

36.5700

52.4400

30.82

52.44

⼈ 

％ ⼈ 

1.45

％

⽀給対象職員数 国の制度（⽀給率）

％ ⼈  ％ 

％ 

25,048

吉 野 川 市

43.70

21.62

30.82

ー

％

⽀給対象地域 ⽀給率

52.44

ー

43.70

21.62

2.60

吉野川市

1,449

1.35

0.65

2.60

徳島県

1,577

1.45 0.65

ー

国

1.35

1.45 0.65



（４）特殊勤務⼿当（２６年４⽉１⽇現在）

⽀給実績（２５年度決算） 千円

⽀給職員１⼈当たり平均⽀給年額（２５年度決算）  円

職員全体に占める⼿当⽀給職員の割合（２５年度）  ％

⼿当の種類（⼿当数）

・市税事務従職員の特殊勤務 市税徴収⾦の徴収及び税 市税徴収業務等 ⽉額 7,000円

 ⼿当 務事務に従事する職員 〜15,000円

・感染症防疫作業従事職員の 防疫作業に従事した職員 感染症防疫業務 ⽇額 1,000円

 特殊勤務⼿当

・⾏旅病⼈及び⾏旅死亡⼈取 ⾏旅死亡⼈の処理作業に ⾏旅病⼈の保護及び⾏旅 ･病⼈の保護

 扱事務従事員の特殊勤務⼿ 従事した職員及び⾏旅病 死亡⼈の収容業務 1⽇ 1,600円

 当 ⼈の収容作業に従事した ･死亡⼈の収容

職員 1⽇ 2,000円

・特殊⾞に乗務した運転職員 埋⽴地⽤ブルドーザーの 最終処分場ゴミ処理業務 ⽇額 1,000円

 の特殊勤務⼿当 運転従事職員

・廃棄物処理施設技術管理者 廃棄物の処理及び清掃に ゴミ処理施設の機械操作 ⽉額 2,000円

 の特殊勤務⼿当 関する法律による技術管 業務等

理者として任命された職

員

・清掃作業に従事する職員の 清掃作業に従事した職員 ゴミ収集及び分別収集 ⽉額 4,500円

特殊勤務⼿当 6,000円(夏期)

・汚⽔処理作業に従事する職 吉野川市鴨島中央浄化セ 公共下⽔道処理施設管理 ⽉額 4,500円

 員の特殊勤務⼿当 ンターに勤務する職員中、 及び処理業務 6,000円(夏期)

汚⽔処理作業に従事する

職員

・衛⽣管理者の特殊勤務⼿当 労働基準法第５３条によ 市職員の健康管理業務 ⽉額 2,000円

る衛⽣管理者として任命

された職員

・⽝猫の死体の処理作業に従 ⽝猫の死体処理に従事し 同左業務 1回 700円

 事する職員の特殊勤務⼿当 た職員

・ボイラー取扱主任者の特殊 ボイラー取扱主任者とし 市施設でボイラー操作業 ⽉額

 勤務⼿当 て任命された職員 務 2,000円(期間中)

⼿当の名称

28.6

89,018

9,703

千円

18

主な⽀給対象職員 主な⽀給対象業務
⽀給実績

（２５年度決算）

0

千円

48

千円

506

千円

0

0

千円

2,292

千円

0

千円

0

千円

左記職員に対する

⽀給単価

1,320

千円

180

千円



・⽼⼈ホームに勤務する職員 ⽼⼈ホームに勤務する⽣ ⽼⼈福祉法に定める業務 ⽉額 5,500円

 の特殊勤務⼿当 活指導員、寮⺟⼜は看護 等

師（保健師）に任命され

た職員

・保育所保育⼠の特殊勤務⼿ 保育業務に直接従事する 保育業務 ⽉額 4,000円

 当 職員

・選挙のため投票及び開票事 市⻑より選挙のため投票 選挙時投開票事務 投票 18,000円

 務従事職員の特殊勤務⼿当 及び開票事務従事者に委 開票 13,000円

嘱された職員

・危険物取扱主任者の特殊勤 危険物取扱主任者として 消防法で規定される危険 ⽉額 2,000円

 務⼿当 任命された職員 物の貯蔵や取り扱い⼜そ

の指⽰業務

・⽕葬業務従事職員の特殊勤 ⽕葬業務従事職員として 同左業務 1体 1,700円

 務⼿当 任命された職員

・中学校寄宿舎に勤務する職 中学校寄宿舎に勤務する ⽣徒の⽣活⽀援業務等 ⽉額 10,000円

 員の特殊勤務⼿当 職員

・ケースワーカーの特殊勤務 市⻑が定める職員が福祉 ⽣活保護法に定める業務 ⽉額 12,800円

 ⼿当 に関する業務に専ら従事 等

したとき

・精神保健業務に従事する職 精神障害者⼜はその疑い 同左業務 ⽉額 1,000円

 員の特殊勤務⼿当 がある者の居住する家庭

を訪問して調査業務等を

⾏ったとき  

（５）時間外勤務⼿当

⽀給実績（平成２５年度決算） 千円

職員１⼈当たり平均⽀給年額(平成25年度決算)  円

⽀給実績（平成２４年度決算） 千円

職員１⼈当たり平均⽀給年額(平成24年度決算)  円

（注）職員１⼈当たり平均⽀給額を算出する際の職員数は、「⽀給実績（平成２５年度決算）」と

同じ年度の４⽉１⽇現在の総職員数（管理職員、教育職員、制度上時間外勤務⼿当の⽀給対象と

はならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

53,013

60,171

189,217

168,831

千円

千円

1,632

千円

千円

1,229

千円

千円

0

24

0

千円

2,472

千円

0

0



（６）その他の⼿当（２６年４⽉１⽇現在）

・配偶者 13,000円 千円 円

・⼦等配偶者以外の扶養

 親族1⼈につき6,500円

(配偶者がいない場合は

 そのうち1⼈については

 11,000円）

・満16歳の年度始めから

 満22歳の年度末までの

 ⼦1⼈につき5,000円を

 加算

借家(間) 千円 円

・⽉額23,000円以下の家

 賃、家賃の⽉額から

12,000円を控除した額

・⽉額23,000円を超える

 家賃、家賃の⽉額から

23,000円を控除した額

の2分の1に11,000円を

加算した額で、27､000

円を限度とし算定した

額

・⾃動⾞等を利⽤し、通 千円 円

 勤距離が2km以上の者

 に⽀給する。

・管理⼜は監督の地位に 千円 円

 ある職員に⽀給する

(25年度決算）

41,703

通勤⼿当

同 18,608

管理職⼿当

同

住居⼿当

⽀給実績

(25年度決算)

扶養⼿当

⽀給職員1⼈当たり

平均⽀給年額

同 11,418

42,265

国の制度と

異なる内容
⼿当名 内容及び⽀給単価

国の制度

との異同

259,500

55,381

595,282

199,536



５ 特別職の報酬等の状況（２６年４⽉１⽇現在）

（参考）類似団体における最⾼／最低額

市     ⻑ 円 円／ 円

（ 円）

副  市  ⻑ 円 円／ 円

（ 円）

議     ⻑ 円 円／ 円

（ 円）

副  議  ⻑ 円 円／ 円

（ 円）

議     員 円 円／ 円

（ 円）

市     ⻑ （２５年度⽀給割合）

副  市  ⻑ ２．９０⽉分

議     ⻑ （２５年度⽀給割合）

副  議  ⻑ ２．９０⽉分

議     員

（算定⽅式） （１期の⼿当額) （⽀給時期）

市     ⻑ 給料×在籍⽉数×43.5/100 千円 任期毎

副  市  ⻑ 給料×在籍⽉数×25.75/100 千円 任期毎

備     考

(注) １ 給料及び報酬の（ ）内は、減額措置を⾏う前の⾦額である。

２ 退職⼿当の「１期の⼿当額」は、４⽉１⽇現在の給料⽉額及び⽀給率に基づき、１期

 （４年＝４８⽉）勤めた場合における退職⼿当の⾒込額である。

8,899

給

料

報

酬

816,000 483,000

545,000

380,000

350,000

474,000

442,000 180,000

837,000

676,800

430,000 230,000

区   分

989,000 259,000

給   料   ⽉   額   等

期

末

⼿

当

退

職

⼿

当

18,792

200,000

900,000

720,000



６ 職員数の状況

（１）部⾨別職員数の状況と主な増減理由

区分

部⾨

議会

総務部⾨ 推進体制の⾒直し

税務部⾨

農林⽔産部⾨

商⼯部⾨

⼟⽊部⾨

⺠⽣部⾨ 推進体制の⾒直し

衛⽣部⾨

計 ＜参考＞

⼈⼝1万⼈当たり職員数 ⼈

(類似団体の⼈⼝1万⼈当たりの職員数 ⼈ )

教育部⾨

消防部⾨

⼩   計 ＜参考＞

⼈⼝1万⼈当たり職員数 ⼈

(類似団体の⼈⼝1万⼈当たりの職員数 ⼈ )

⽔道課 推進体制の⾒直し

下⽔道課

国⺠健康保険

後期⾼齢医療

介護保険

簡易⽔道

⼩   計

合   計 ＜参考＞

⼈⼝1万⼈当たり職員数 ⼈

[ ] [ ] [ ]

(注) １ 職員数は⼀般職に属する職員数である。

２ [    ]内は、条例定数の合計である。

△ 3

（平成２６年４⽉１⽇現在）

1

△ 5

0

0

0

108

46

308

63

公営

企業

会計

部⾨

12

12

44

13

主 な 増 減 理 由

⼀

般

⾏

政

部

⾨
45

普

通

会

計

部

⾨

4

555

415

68

381

313

16

8

3433

17

8

78

555

1

425

6

0

111

17

平成２５年
対前年増減数

職  員  数

平成２６年

70.02

71.69

4 0

0

△ 375

17

84.30

△ 10371

44

012

0

12

13

6

1

94.4

0

0

△ 10

93.66

0

0

△ 1

0

1

△ 5



（２）年齢別職員構成の状況（２６年４⽉１⽇現在）

（３）職員数の推移

年度

部⾨別

⼀般⾏政 ( ％)

教育 ( ％)

消防 ( ％)

普通会計計 ( ％)

公営企業等会計計 ( ％)

総合計 ( ％)

(注) １ 各年における定員管理調査において報告した部⾨別職員数

２ 合併した団体にあっては、合併前の年については合併前の旧団体の合計職員数。

△12

△11

△ 6

△ 54

２６年

308

371

44

415

計

５１歳 ５５歳

６０歳

４７歳

〜

△12

〜

316

433440

２３年

〜 〜

５６歳

〜 〜〜 〜

５２歳

△10

〜

0

△ 48393

△ 34

47 48

29 37

49

53

２４年

385

38 49

330 323

2 12

469

419 406

455

⼈ ⼈ ⼈ 

65

⼈ 

40

３５歳 ３９歳 ４３歳

47 35 415

以上

8

⼈ 

２１年 ２２年

342

△ 14

過去５年間の

増減数（率）

△1870 6977

⼈ 

５９歳未満

⼈ ⼈ 

３６歳

⼈ ⼈ ⼈ ⼈ ⼈ 

63

３２歳 ４４歳 ４８歳４０歳

76

職員数

２０歳 ２４歳 ２８歳

２３歳 ２７歳

２０歳

区分

〜

３１歳

381

２５年

313

68

44

425

50

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

20歳未満 20～23 24～27 28～31 32～35 36～39 40～43 44～47 48～51 52～55 56～59 60歳以上

構成比

５年前の構成比

％



７ 公営企業職員の状況

（１）⽔道事業

①職員給与費の状況

ア 決算

総費⽤ 純損益⼜は 職員給与費 総費⽤に占める (参考)

実質収⽀ 職員給与費⽐率 ２４年度の総費⽤に占

Ａ Ｂ Ｂ／Ａ める職員給与費⽐率

千円 千円 千円 ％ ％

（注） 資本勘定⽀弁職員に係る職員給与費 31,024千円を含まない。

職員数 ⼀⼈当たり

Ａ 計  Ｂ 給与費 B/A

千円 千円 千円 千円 千円 千円

(注) １ 職員⼿当には退職給与⾦を含まない。

２ 職員数は、平成２６年３⽉３１⽇現在の⼈数である。

イ 特記事項 なし

②職員の基本給、平均⽉収額及び平均年齢の状況（２６年４⽉１⽇現在）

歳 円 円

歳 円 円

(注) 平均⽉収額には、期末・勤勉⼿当等を含む。

③職員の⼿当の状況

ア 期末⼿当・勤勉⼿当

１⼈当たり平均⽀給額（２５年度） １⼈当たり平均⽀給額（２５年度）

千円 千円

（２５年度⽀給割合） （２５年度⽀給割合）

期末⼿当 勤勉⼿当 期末⼿当 勤勉⼿当

2.60 ⽉分 1.35 ⽉分 2.60 ⽉分 1.35 ⽉分

(0.45）⽉分 (0.65）⽉分 (0.45）⽉分 (0.65）⽉分

（加算措置の状況) （加算措置の状況)

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算 ５％〜１５％ ・役職加算 ５％〜１５％

(注) （  ）内は、再任⽤職員に係る⽀給割合である。

5,61667,950

(参考)平成24年平均

⼀⼈当たり給与費

5,663

給     与     費

17.7

区分

２５年度
73,100

45.0

基本給

342,822 509,358

期末・勤勉⼿当

16,471

給  料

305,979

平均年齢

39.8

12 44,061

職員⼿当

1,449

57,733446,640

区  分

区分

２５年度
7,418

吉野川市

平均⽉収額

420,361

12.9

団体平均

吉野川市 吉野川市（普通会計）

1,373



イ 退職⼿当（２６年４⽉１⽇現在）

(⽀給率） ⾃⼰都合 勧奨・定年 (⽀給率） ⾃⼰都合 応募認定・定年

勤続２０年 ⽉分 ⽉分 勤続２０年 ⽉分 ⽉分

勤続２５年 ⽉分 ⽉分 勤続２５年 ⽉分 ⽉分

勤続３５年 ⽉分 ⽉分 勤続３５年 ⽉分 ⽉分

最⾼限度額 ⽉分 ⽉分 最⾼限度額 ⽉分 ⽉分

その他の加算措置 その他の加算措置

定年前早期退職特例措置 定年前早期退職特例措置

（３〜３０％加算） （２〜４５％加算）

1⼈当たり平均⽀給額 千円

(注) 退職⼿当１⼈当たり平均⽀給額は、２５年度に退職した職員に⽀給された平均額である。

ウ 地域⼿当（平成２６年４⽉１⽇）

⽀給実績（２５年度決算） 千円

⽀給職員１⼈当たり平均⽀給年額（２５年度決算）  円

エ 特殊勤務⼿当（２６年４⽉１⽇現在）

⽀給実績（２５年度決算） 千円

⽀給職員１⼈当たり平均⽀給年額（２５年度決算）  円

職員全体に占める⼿当⽀給職員の割合（２５年度）  ％

⼿当の種類（⼿当数）

・上⽔道施設修理作業従事職 ⽔道課勤務で上⽔道施設 上⽔道施設の ⽉額 7,000円

 員の特殊勤務⼿当 の修理作業に従事する職 補修業務等 〜15,000円

員

オ 時間外勤務⼿当

⽀給実績（平成２５年度決算） 千円

職員１⼈当たり平均⽀給年額  円

⽀給実績（平成２４年度決算） 千円

職員１⼈当たり平均⽀給年額  円

(注) 時間外勤務⼿当には、休⽇勤務⼿当を含む。

⼿当の名称 主な⽀給対象職員

千円

924

52.4400

109,600

1,242

1,096

⽀給実績

52.44

132,000

52.44 52.4400

43.70 52.4400 43.70 52.4400

95,538

1

％ ⼈  ％ 

％ ⼈  ％ 

％ ⼈  ％ 

⽀給対象地域 ⽀給率 ⽀給対象職員数 国の制度（⽀給率）

主な⽀給対象業務
(25年度決算)

58.3

1

924

左記職員に対する⽀給単価

ー

ー

30.82 36.5700 30.82 36.5700

21.62 27.0250 21.62 27.0250

吉 野 川 市 国



職員１⼈当たり平均⽀給額を算出する際の職員数は、「⽀給実績（平成２５年度決算）」と

同じ年度の４⽉１⽇現在の総職員数（管理職員、教育職員、制度上時間外勤務⼿当の⽀給対象と

はならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

カ その他の⼿当（平成２６年４⽉１⽇現在）

５の（６）と同じ  千円 円

５の（６）と同じ  千円 円

５の（６）と同じ  千円 円

５の（６）と同じ  千円 円

(25年度決算）

同 無 1,942

⼀般⾏政職

の制度との

異同

⼀般⾏政職

の制度と異

なる内容

⽀給実績

(25年度決算)
内容及び⽀給単価

扶養⼿当

2

⼿当名

37,909

215,778

117,000住居⼿当 同 無 234

⽀給職員1⼈当たり

平均⽀給年額

無 1,530 765,000

通勤⼿当 同 無 417

管理職⼿当 同


